
平
成
三
十
年
二
月
五
日
提
出

質

問

第

五

二

号

原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
関

す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

青

山

雅

幸
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原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
関

す
る
質
問
主
意
書

一
九
八
八
年
七
月
十
七
日
に
発
効
さ
れ
た
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
政
府
と
の
間
の
協
定
が
、
本
年
一
月
十
六
日
を
も
っ
て
自
動
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
本
協
定
第
十
六
条
�
は
、

「
い
ず
れ
の
一
方
の
当
事
国
政
府
も
、
六
箇
月
前
に
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
文
書
に
よ
る
通
告
を
与
え
る
こ
と
に
よ

り
、
最
初
の
三
十
年
の
期
間
の
終
わ
り
に
又
は
そ
の
後
い
つ
で
も
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
て

い
る
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
協
定
は
、
本
年
七
月
十
七
日
の
自
動
更
新
後
は
、
い
ず
れ
の
一
方
の
当
事
国
政
府
が
六
箇
月
前
に
他
方
の
当
事
国
政
府

に
対
し
て
文
書
に
よ
る
通
告
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
河
野
外
務
大
臣
は
、
「
非
常
に
不
安
定
な
状
態
に
な
る
」
と
懸
念
を
示
し
て
い
る
。

�

政
府
は
、
協
定
の
期
間
を
あ
ら
た
め
て
定
め
る
為
に
、
協
定
を
改
正
す
る
か
又
は
新
た
な
協
定
を
締
結
す
る
か
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
提
案
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
の
通
告
が
き
た
場
合
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

一



明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

本
協
定
第
五
条
�
は
、
「
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
及
び
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
資
材
、

核
物
質
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
使
用
さ
れ
又
は
そ
の
使
用
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
た
特
殊
核
分
裂
性
物
質
は
、
両
当
事
国
政

府
が
合
意
す
る
場
合
に
は
、
再
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
我
が
国
の
高
速
増
殖
原
型
炉
「
も
ん

じ
ゅ
」
は
、
平
成
二
十
八
年
に
廃
炉
が
決
定
し
、
青
森
県
六
ヶ
所
村
に
建
設
中
の
使
用
済
み
核
燃
料
再
処
理
工
場
の
建
設
は

大
幅
に
遅
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
抱
え
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
の
多
さ
に
、
米
議
会
か
ら
も
懸
念
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

政
府
は
、
我
が
国
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
に
つ
い
て
、
国
際
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
く
の
か
、
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


